
東京商工会議所 台東支部 工業分科会主催 無料セミナーのご案内 

☆参加費：無料／定員：６０名 

☆お申込み方法  

①参加申込書に必要事項をご記入のうえ、下記申込先までＦＡＸにてお申込みください。 

②定員超の場合のみ、電話にてご連絡します。連絡がない場合は受付済ですので、直接会場にお越しください。 

☆お申込先・お問合わせ先   

東京商工会議所台東支部 ℡ 3８４２-５０３１  FAX ３８４３-１２０６ 

〒1１１-00３３ 台東区花川戸２－６－５ 台東区民会館１階  担当：清水 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ （切り取らずにＦＡＸしてください） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【FAX：３８４３－１２０６】東京商工会議所台東支部 行き 

※ FAX 番号をお間違えなきようご注意ください ※ 

会社名  住所 〒    - 

 

 
（業種）             （従業員数）     名 

TEL： FAX： 

参加者 氏名： 部署/役職名： 

参加者 氏名： 部署/役職名： 

※ご記入いただきました情報は、当該セミナーに関する連絡・記録のためのみ利用いたします。また、東京商工会議所からの各種情報提供の 

ために使用する場合がございます。今後、情報提供をご希望しない場合は、東京商工会議所台東支部までご連絡(FAX・メール)をお願いいたします。

    
 

～税制 の概 要 と最 新 の改 正 のポイントも解 説 します～ 

経営者なら知っておくべき！事業承継税制セミナー 
 

経営者の高齢化と後継者不足による廃業で、中小企業の数はこの 5 年間に 40 万件も減少しています。さらに 

間もなく団塊の世代の経営者 30万人が 70歳を迎えるため、事業承継はまさに「待ったなし」の課題となって 

います。本セミナーでは、事業承継に関係する税制の概要について、初心者の方にも分かりやすく説明するほか、 

平成３０年に抜本的に拡充された内容はもちろん、個人事業者の事業承継税制の創設が実現した平成３１年度の改

正ポイントについても解説いたします。この機会に奮ってご参加ください。 

 

日 時：２０１９年 ３ 月２０日（水）午後２時 ～ ４時 

会 場：台東区民会館８階「第５会議室」（台東区花川戸２－６－５） 

講 師： 税理士・行政書士 住 吉  真 氏 

 

内 容： 

 

 

 
＜講師略歴＞東京都出身。1992 年 慶應義塾大学法学部法律学部卒、1997 年 税理士登録 

2011 年 税理士法人住吉内山事務所 代表社員。 

現在 東京商工会議所税制委員会委員、東京商工会議所台東支部 IT 分科会副分科会長。     

東京税理士会データ通信協同組合理事。東京税理士会浅草支部調査研究特別委員会委員長。   

一般社団法人日税連税法データベース事業部委員。日本税務会計学会 税法部門委員。 

 

・事業承継税制とは？その概要について 

・平成３０年度の改正ポイントについて 

・平成３１年度の改正ポイントについて     など 


